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にかほ市交流イベント開催業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

 

本実施要領は、にかほ市交流イベント開催業務委託（以下「本業務」という。）の契約

予定者を公募型プロポーザル方式により特定するため、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名  

にかほ市交流イベント開催業務委託 

（２）業務内容 

   にかほ市交流イベント開催業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）契約期間 

   契約締結の日から令和９年３月５日まで 

 

２ 提案（見積）金額の上限額 

金２，００４，８００円（消費税及び地方消費税を含む） 

ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、事業内容の規模を示すた 

めのものであることに留意すること。 

 

３ 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）令和７・８年度にかほ市入札参加資格者名簿「物品・役務」の登録業者であること。 

   ただし、登録を申請中の者も参加できるものとする。 

（２）国、県、他の地方公共団体及びにかほ市の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

であること。 

（５）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（６）にかほ市暴力団等排除措置要綱（平成２５年告示第４４号）別表各号に掲げる措置要

件に該当する者でないこと。 

（７）令和８年３月３１日までの過去５年間において、他自治体で同種業務の履行実績があ

ること。 
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４ プロポーザルに関する手続き 

（１）スケジュール表 

 本プロポーザルに関する手続きは、次の日程で行う。ただし、変更となる場合がある。 

項 目 日 程 

実施要領の公表 令和８年６月 ５日（金） 

質問の受付期間    令和８年６月１６日（火）午後５時まで 

質問書に対する回答  令和８年６月１９日（金） 

参加申込の受付 令和８年６月２６日（金）午後５時まで 

参加申込結果通知 令和８年６月３０日（火） 

企画提案書等の受付 令和８年７月 ６日（月）午後５時まで 

審査委員会（プレゼンテーション） 令和８年７月１４日（火）※予定 

審査結果通知 令和８年７月１７日（金）※予定 

契約締結日 令和８年７月２１日（火）※予定 

 

（２）提出様式（各様式はホームページからダウンロードすること。） 

  ① 質問書      （様式第１号） 

② 参加申込書    （様式第２号） 

  ③ 会社の概要    （様式第３号） 

  ④ 業務実績書    （様式第４号） 

  ⑤ 企画提案書等提出届（様式第５号） 

  ⑥ 企画提案書    （任意様式） 

  ⑦ 業務実施体制   （様式第６号） 

  ⑧ 見積書      （様式第７号） 

  ⑨ 参加辞退届    （様式第８号） 

 

（３）実施要領等に関する質問の受付 

実施要領等に関する質問がある場合は、質問書（様式１）を提出すること。口頭による質

問は不可とする。 

① 受付期限 

令和８年６月１６日（火）午後５時まで（必着） 

② 提出方法 

原則として電子メールで担当課へ送信すること。 

提出先メール：ｒｅｎｋｅｉ＠ｃｉｔｙ．ｎｉｋａｈｏ．ｌｇ．ｊｐ 

③ 回答方法 

   令和８年６月１９日（金）に、市公式ホームページにて公表するものとし、口頭での

個別対応は行わない。 
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（４）参加申込書の受付 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加申込書類を作成し、提出すること。 

① 提出期限 

令和８年６月２６日（金）午後５時まで（必着） 

② 提出書類 

ア 参加申込書（様式第２号） 

イ 会社の概要（様式第３号） 

ウ 業務実績書（様式第４号） 

エ その他必要な添付書類 

・履歴事項全部証明書（登記簿謄本）（法人格を持たない団体の場合は代表者の 

住民票の写し）※応募日前３か月以内に発行された履歴事項全部証明書。 

・法人の定款の写し（法人格を持たない団体の場合は規約等の写し） 

・国税及び地方税に係る未納若しくは未納がないことの証明又は納税証明書（法人

格を持たない団体の場合は代表者の国税及び地方税に係る未納若しくは未納がな

いことの証明又は納税証明書）※応募日前３か月以内に発行されたもの。 

③ 提出部数 

１部 

④ 提出方法 

担当課へ持参又は郵送により提出すること。 

 

（５）参加資格審査結果通知 

 参加申込みに係る結果については、令和８年６月３０日（火）までに、参加申込書（様式

第２号）に記入されているアドレスに電子メールで通知する。 

 

（６）企画提案提出書受付 

参加資格者は、企画提案提出書を作成し、提出すること。 

① 提出期限 

    令和８年７月６日（月）午後５時まで（必着） 

② 提出書類 

    ア 企画提案書等提出届（様式第５号） 

イ 企画提案書    （任意様式） 

ウ 業務実施体制   （様式第６号） 

エ 見積書（様式第７号）及び内訳明細書等一式（任意様式） 

③ 提出部数 

６部 

④ 提出方法 

担当課へ持参又は郵送により提出すること。 
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（７）プレゼンテーションの実施 

① 実施日 

    令和８年７月１４日（火）※時間及び場所は別途通知する。 

② 実施方法 

    ビデオ会議システムＺｏｏｍによるオンライン形式でのプレゼンテーションとし、

参加者ごとに、提案内容についてプレゼンテーション２０分、ヒアリング１０分の合

計３０分以内とする。それぞれの実施時間を経過した場合は、プレゼンテーション及

びヒアリングが途中であっても打ち切ることとする。 

③ 出席者等 

    出席者は、本業務に従事する予定である担当者とし、出席人数は３名以内とする。 

④ プレゼンテーション及びヒアリングにおける注意事項等 

   ア プレゼンテーションは、参加者が提出した企画提案書を基に行うこととし、追加

資料の配布は認めない。ただし、企画提案書に関わる図や写真を用いた説明用パネ

ル等の使用は可能とする。 

   イ プレゼンテーションは、応募者が提出した企画提案書をもとにした内容をスライ

ド等（パワーポイント等）で表現したものとする。 

ウ プレゼンテーションの順番は、企画提案書の受付順とし、指定時間の１０分前ま

でに待機すること。指定したプレゼンテーションの審査開始時間に遅れた場合、又

は欠席した場合は失格とする。 

エ 他の参加者のプレゼンテーション及びヒアリングを傍聴することはできない。 

 

５ 審査方法 

審査方法等については、次のとおりとする。 

（１）本プロポーザルの実施にあたっては、企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリン

グによる審査を厳正に行った上で、契約候補者を選定する。 

（２）本プロポーザルの審査は、別に定める「にかほ市交流イベント開催業務委託公募型プ

ロポーザル審査委員会」（以下「委員会」という。）において実施する。 

（３）審査項目及び配点は、別に定めるものとし、最も点数の高い提案をした者を契約候

補者として選定する。なお、同点の場合は、委員の多数決をもって契約候補者を決定

し、同数の場合は、委員長が決定する。 

（４）参加者が１者の場合でも審査を行い、最低基準点を満たした場合は、契約候補者と

する。 

（５）審査結果については、プレゼンテーションに参加した全ての者に対して、文書によ

り審査結果を通知する。 

なお、審査内容や選定結果に対しての異議は受け付けない。 

また、審査結果の概要として次の内容を本市公式ホームページにて公表する。 

① 受託候補者の名称と点数。 

② その他の参加者（名称は、Ａ社、Ｂ社とする。）と点数。 
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６ 失格要件 

次に掲げる要件に該当する場合は、失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載がある場合 

（２）提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

（３）委員会の委員又は関係者に対して、直接的又は間接的を問わず故意に接触をした場

合など、委員会の公平性を害する行為があった場合 

（４）本実施要領の委託上限額を超える金額で提案された場合 

（５）プレゼンテーションの審査開始時間に遅れた場合 

（６）契約締結までの間に資格要件を満たさないと発覚した場合 

（７）その他本実施要領に違反した場合 

 

７ 契約の締結 

（１）優先交渉権について 

① プレゼンテーション及びヒアリングにおいて契約候補者に選定された者に対して、 

本業務の契約に係る優先交渉権が与えられる。 

② 優先交渉権が与えられた者（以下「優先交渉権者」という。）が提出した見積金額

を上限として見積合わせを行い、契約書の取り交わしをもって契約の成立とする。 

③ 優先交渉権者と契約が不調になった場合は、次点者である契約候補者を優先交渉

権者とする。 

（２）契約手続きについて 

にかほ市財務規則（平成１７年規則第４１号）に定める随意契約の手続きにより、

優先交渉権者から見積書を徴収し、予定価格の範囲内において契約を締結する。 

（３）仕様書について 

契約時における仕様書は、本市と優先交渉権者との協議により、必要に応じて変更

することがある。 

 

８ その他 

（１）本プロポーザルの参加に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

（２）本市に提出された書類については、返却しない。 

（３）本市に提出された書類の著作権は、参加者に帰属するものとする。 

（４）１参加者あたりの企画提案は、１件までとする。 

（５）参加資格者は、参加辞退届（様式第８号）の提出により本プロポーザルへの参加を

辞退することができる。なお、参加を辞退したことにより、今後の本市との契約につ

いて不利益な取扱いを受けるものではない。 
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９ 問合せ先 

にかほ市企画振興部 連携推進課 

住   所：〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田１番地 

電 話 番 号：０１８４－４３－７５１０ 

Ｆ Ａ Ｘ：０１８４－６２－９０１３ 

電子メール：ｒｅｎｋｅｉ＠ｃｉｔｙ．ｎｉｋａｈｏ．ｌｇ．ｊｐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


